
学寮学寮学寮学寮給食業務給食業務給食業務給食業務及び学校食堂業務委託及び学校食堂業務委託及び学校食堂業務委託及び学校食堂業務委託契約書（案）契約書（案）契約書（案）契約書（案）    

    

        委託者委託者委託者委託者    独立行政法人国立高等専門学校機構鶴岡工業高等専門学校独立行政法人国立高等専門学校機構鶴岡工業高等専門学校独立行政法人国立高等専門学校機構鶴岡工業高等専門学校独立行政法人国立高等専門学校機構鶴岡工業高等専門学校    契約担当役契約担当役契約担当役契約担当役    事務部長事務部長事務部長事務部長        

阿部敏樹と阿部敏樹と阿部敏樹と阿部敏樹と，，，，受託者受託者受託者受託者    ○○○○○○○○○○○○○○○○    代表取締役代表取締役代表取締役代表取締役    ○○○○○○○○○○○○○○○○    

との間において，学寮との間において，学寮との間において，学寮との間において，学寮給食業務給食業務給食業務給食業務及び学校食堂業務及び学校食堂業務及び学校食堂業務及び学校食堂業務（以下「（以下「（以下「（以下「本件本件本件本件業務」という。）について，次のと業務」という。）について，次のと業務」という。）について，次のと業務」という。）について，次のと

おり委託契約を締結する。おり委託契約を締結する。おり委託契約を締結する。おり委託契約を締結する。    

    

第１条第１条第１条第１条    委託者委託者委託者委託者は，鶴岡は，鶴岡は，鶴岡は，鶴岡工業高等専門学校工業高等専門学校工業高等専門学校工業高等専門学校の適正かつ円滑なる運営を図るため，の適正かつ円滑なる運営を図るため，の適正かつ円滑なる運営を図るため，の適正かつ円滑なる運営を図るため，本件本件本件本件業務を業務を業務を業務を受託受託受託受託

者者者者にににに委託委託委託委託するものとする。するものとする。するものとする。するものとする。    

第２条第２条第２条第２条    受託者受託者受託者受託者は，は，は，は，本件本件本件本件業務の実施に当たり，食品衛生法（昭和２２年法律第２３３号）その他業務の実施に当たり，食品衛生法（昭和２２年法律第２３３号）その他業務の実施に当たり，食品衛生法（昭和２２年法律第２３３号）その他業務の実施に当たり，食品衛生法（昭和２２年法律第２３３号）その他

関係法令関係法令関係法令関係法令等を遵守し，教育機関における等を遵守し，教育機関における等を遵守し，教育機関における等を遵守し，教育機関における本件本件本件本件業務であることを十分に認識し，その品位と秩序業務であることを十分に認識し，その品位と秩序業務であることを十分に認識し，その品位と秩序業務であることを十分に認識し，その品位と秩序

を乱すことのないよう配慮するものとする。を乱すことのないよう配慮するものとする。を乱すことのないよう配慮するものとする。を乱すことのないよう配慮するものとする。    

第３条第３条第３条第３条    本件本件本件本件業務業務業務業務は、仕様書並びに学寮給食業務は、仕様書並びに学寮給食業務は、仕様書並びに学寮給食業務は、仕様書並びに学寮給食業務及び学校給食業務実施細目の定めるところによ及び学校給食業務実施細目の定めるところによ及び学校給食業務実施細目の定めるところによ及び学校給食業務実施細目の定めるところによ

り実施する。り実施する。り実施する。り実施する。    

２２２２    受託者受託者受託者受託者は，前項のは，前項のは，前項のは，前項の仕様書及び仕様書及び仕様書及び仕様書及び実施細目を遵守するほか，校長又は校長の指名する職員の指示実施細目を遵守するほか，校長又は校長の指名する職員の指示実施細目を遵守するほか，校長又は校長の指名する職員の指示実施細目を遵守するほか，校長又は校長の指名する職員の指示

に従い，に従い，に従い，に従い，本件本件本件本件業務を実施するものとする。業務を実施するものとする。業務を実施するものとする。業務を実施するものとする。    

第４条第４条第４条第４条    本件本件本件本件業務の委託期間は，平成２業務の委託期間は，平成２業務の委託期間は，平成２業務の委託期間は，平成２７７７７年９年９年９年９月１日から平成月１日から平成月１日から平成月１日から平成３０３０３０３０年年年年３３３３月３１日までとする。月３１日までとする。月３１日までとする。月３１日までとする。    

第５条第５条第５条第５条    本件本件本件本件業務の委託費は，金業務の委託費は，金業務の委託費は，金業務の委託費は，金○○○○○○○○○○○○○○○○円円円円((((消費税額及び地方消費税額を含む消費税額及び地方消費税額を含む消費税額及び地方消費税額を含む消費税額及び地方消費税額を含む) ) ) ) とするとするとするとする。。。。    

２２２２    前項の消費税額は，消費税法第２８条第１項及び第２９条並びに地方税法第７２条の８２及前項の消費税額は，消費税法第２８条第１項及び第２９条並びに地方税法第７２条の８２及前項の消費税額は，消費税法第２８条第１項及び第２９条並びに地方税法第７２条の８２及前項の消費税額は，消費税法第２８条第１項及び第２９条並びに地方税法第７２条の８２及

び第７２条の８３の規定に基づき，委託費に１０５分のび第７２条の８３の規定に基づき，委託費に１０５分のび第７２条の８３の規定に基づき，委託費に１０５分のび第７２条の８３の規定に基づき，委託費に１０５分の８８８８を乗じて得た額である。を乗じて得た額である。を乗じて得た額である。を乗じて得た額である。    

３３３３    委託者委託者委託者委託者は，四半期毎に，は，四半期毎に，は，四半期毎に，は，四半期毎に，受託者受託者受託者受託者のののの本件本件本件本件業務の実施を確認のうえ，業務の実施を確認のうえ，業務の実施を確認のうえ，業務の実施を確認のうえ，委託期間委託期間委託期間委託期間のののの経過後，経過後，経過後，経過後，受託者受託者受託者受託者

から送付された適正から送付された適正から送付された適正から送付された適正な請求書を受理した日から６０日以内にな請求書を受理した日から６０日以内にな請求書を受理した日から６０日以内にな請求書を受理した日から６０日以内に委託費を委託費を委託費を委託費を支払うものとする。支払うものとする。支払うものとする。支払うものとする。    

４４４４    前項の請求書は，鶴岡工業高等専門学校総務課用度係に送付するものとする。前項の請求書は，鶴岡工業高等専門学校総務課用度係に送付するものとする。前項の請求書は，鶴岡工業高等専門学校総務課用度係に送付するものとする。前項の請求書は，鶴岡工業高等専門学校総務課用度係に送付するものとする。    

第６条第６条第６条第６条    この契約について，契約保証金は免除する。この契約について，契約保証金は免除する。この契約について，契約保証金は免除する。この契約について，契約保証金は免除する。    

第７第７第７第７条条条条    本件本件本件本件業務に要した電気料・水道料・ガス料・電話業務に要した電気料・水道料・ガス料・電話業務に要した電気料・水道料・ガス料・電話業務に要した電気料・水道料・ガス料・電話料料料料等は等は等は等は受託者受託者受託者受託者の負担とする。の負担とする。の負担とする。の負担とする。    

第８条第８条第８条第８条    学寮給食業務において学寮給食業務において学寮給食業務において学寮給食業務において，，，，受託者受託者受託者受託者は，給食費として，は，給食費として，は，給食費として，は，給食費として，学寮給食業務実施細目に定める学寮給食業務実施細目に定める学寮給食業務実施細目に定める学寮給食業務実施細目に定める金額金額金額金額

をををを受託者受託者受託者受託者の責任の責任の責任の責任により，毎月寮生から直接徴収するものとする。ただし，３月分は２月に徴収により，毎月寮生から直接徴収するものとする。ただし，３月分は２月に徴収により，毎月寮生から直接徴収するものとする。ただし，３月分は２月に徴収により，毎月寮生から直接徴収するものとする。ただし，３月分は２月に徴収

するものとする。するものとする。するものとする。するものとする。    

第９条第９条第９条第９条    学寮給食業務において学寮給食業務において学寮給食業務において学寮給食業務において，，，，受託者受託者受託者受託者が，給食業務を実施しなかった場合が，給食業務を実施しなかった場合が，給食業務を実施しなかった場合が，給食業務を実施しなかった場合はははは，，，，委託者と協議し委託者と協議し委託者と協議し委託者と協議し

て定める額の給食費を寮生に還付するものとする。て定める額の給食費を寮生に還付するものとする。て定める額の給食費を寮生に還付するものとする。て定める額の給食費を寮生に還付するものとする。    

第１０条第１０条第１０条第１０条    委託者委託者委託者委託者は，は，は，は，本件本件本件本件業務に必要な施設及び設備・備品（以下「施設等」という。）として，業務に必要な施設及び設備・備品（以下「施設等」という。）として，業務に必要な施設及び設備・備品（以下「施設等」という。）として，業務に必要な施設及び設備・備品（以下「施設等」という。）として，

実施細目実施細目実施細目実施細目に定める施設等を無償でに定める施設等を無償でに定める施設等を無償でに定める施設等を無償で受託者受託者受託者受託者に使用させるものとする。に使用させるものとする。に使用させるものとする。に使用させるものとする。    

第第第第１１１１１１１１条条条条    受受受受託者託者託者託者は，善良な管理者の注意をもって施設等を使用しなければならない。は，善良な管理者の注意をもって施設等を使用しなければならない。は，善良な管理者の注意をもって施設等を使用しなければならない。は，善良な管理者の注意をもって施設等を使用しなければならない。    

２２２２    施設等の維持，保全のため必要とする経費は，施設等の維持，保全のため必要とする経費は，施設等の維持，保全のため必要とする経費は，施設等の維持，保全のため必要とする経費は，委託者委託者委託者委託者の負担とする。ただし，軽微な費用はの負担とする。ただし，軽微な費用はの負担とする。ただし，軽微な費用はの負担とする。ただし，軽微な費用は

この限りでない。この限りでない。この限りでない。この限りでない。    

第第第第１２１２１２１２条条条条    受託者受託者受託者受託者は，その責に帰すべき事由により，施設等を滅失しは，その責に帰すべき事由により，施設等を滅失しは，その責に帰すべき事由により，施設等を滅失しは，その責に帰すべき事由により，施設等を滅失し，，，，又はき損した場合は，そ又はき損した場合は，そ又はき損した場合は，そ又はき損した場合は，そ

の損害を賠償しなければならない。の損害を賠償しなければならない。の損害を賠償しなければならない。の損害を賠償しなければならない。                                                                                                                                                                            

第第第第１３１３１３１３条条条条    受託者受託者受託者受託者は，施設等をは，施設等をは，施設等をは，施設等を本件本件本件本件業務以外に使用し，又は第三者に貸与してはならない。業務以外に使用し，又は第三者に貸与してはならない。業務以外に使用し，又は第三者に貸与してはならない。業務以外に使用し，又は第三者に貸与してはならない。    

２２２２    受託者受託者受託者受託者は，自己の負担において施設等の修繕，模様は，自己の負担において施設等の修繕，模様は，自己の負担において施設等の修繕，模様は，自己の負担において施設等の修繕，模様替等をしようとするときは，替等をしようとするときは，替等をしようとするときは，替等をしようとするときは，予め予め予め予め委託者委託者委託者委託者

の承認を受けなければならない。の承認を受けなければならない。の承認を受けなければならない。の承認を受けなければならない。    

第第第第１４１４１４１４条条条条    受託者受託者受託者受託者は，本契約によるは，本契約によるは，本契約によるは，本契約による本件本件本件本件業務を第三者に実施させてはならない。業務を第三者に実施させてはならない。業務を第三者に実施させてはならない。業務を第三者に実施させてはならない。    

第１５条第１５条第１５条第１５条    受託者受託者受託者受託者は，その従事者が業務上知り得た秘密を第三者に漏らし，又は他の目的に利用は，その従事者が業務上知り得た秘密を第三者に漏らし，又は他の目的に利用は，その従事者が業務上知り得た秘密を第三者に漏らし，又は他の目的に利用は，その従事者が業務上知り得た秘密を第三者に漏らし，又は他の目的に利用

してはならない。してはならない。してはならない。してはならない。    

２２２２    前項の規定は，この契約が終了し，又は解除された後においても同様とする。前項の規定は，この契約が終了し，又は解除された後においても同様とする。前項の規定は，この契約が終了し，又は解除された後においても同様とする。前項の規定は，この契約が終了し，又は解除された後においても同様とする。    



    

    

    

第１６条第１６条第１６条第１６条    受託者受託者受託者受託者はははは委託者委託者委託者委託者が定めた個人情報取扱業務契約遵守事項を遵守しなければならない。が定めた個人情報取扱業務契約遵守事項を遵守しなければならない。が定めた個人情報取扱業務契約遵守事項を遵守しなければならない。が定めた個人情報取扱業務契約遵守事項を遵守しなければならない。    

第第第第１７１７１７１７条条条条    受託者受託者受託者受託者は，その責に帰すべき事由により，飲食した者に対して食中毒又はは，その責に帰すべき事由により，飲食した者に対して食中毒又はは，その責に帰すべき事由により，飲食した者に対して食中毒又はは，その責に帰すべき事由により，飲食した者に対して食中毒又は感染症感染症感染症感染症等の等の等の等の

被害を与えたときは，被害者に対してその損害を賠償しなければならない。被害を与えたときは，被害者に対してその損害を賠償しなければならない。被害を与えたときは，被害者に対してその損害を賠償しなければならない。被害を与えたときは，被害者に対してその損害を賠償しなければならない。    

第第第第１８１８１８１８条条条条        委託者委託者委託者委託者は，は，は，は，受託者受託者受託者受託者が本契約に定める義務を履行しなかったときが本契約に定める義務を履行しなかったときが本契約に定める義務を履行しなかったときが本契約に定める義務を履行しなかったとき，契約の締結又は履行，契約の締結又は履行，契約の締結又は履行，契約の締結又は履行

について不正な行為があったときについて不正な行為があったときについて不正な行為があったときについて不正な行為があったとき又は正当な理由なく校長又は正当な理由なく校長又は正当な理由なく校長又は正当な理由なく校長又は校長の指名する職員又は校長の指名する職員又は校長の指名する職員又は校長の指名する職員の指示にの指示にの指示にの指示に

従わなかったときは，本契約を解除することができるものとする。従わなかったときは，本契約を解除することができるものとする。従わなかったときは，本契約を解除することができるものとする。従わなかったときは，本契約を解除することができるものとする。    

２２２２    前項の規定により契約が解除された場合においては，前項の規定により契約が解除された場合においては，前項の規定により契約が解除された場合においては，前項の規定により契約が解除された場合においては，受託者受託者受託者受託者はははは委託者委託者委託者委託者が別に定める金額をが別に定める金額をが別に定める金額をが別に定める金額を違違違違

約金として約金として約金として約金として，，，，委託者委託者委託者委託者の指定する期間内に支払わなければならない。の指定する期間内に支払わなければならない。の指定する期間内に支払わなければならない。の指定する期間内に支払わなければならない。    

第第第第１９１９１９１９条条条条    受託者受託者受託者受託者は，は，は，は，委託者委託者委託者委託者が規定する不正行為に該当したときが規定する不正行為に該当したときが規定する不正行為に該当したときが規定する不正行為に該当したときは，は，は，は，委託者委託者委託者委託者に賠償金を支払うもに賠償金を支払うもに賠償金を支払うもに賠償金を支払うも

のとする。のとする。のとする。のとする。    

２２２２    前項の賠償金は，前条第２項と同様とする。前項の賠償金は，前条第２項と同様とする。前項の賠償金は，前条第２項と同様とする。前項の賠償金は，前条第２項と同様とする。    

第２０条第２０条第２０条第２０条    委託者委託者委託者委託者又は又は又は又は受託者受託者受託者受託者において，特別の事情が生じた場合は，において，特別の事情が生じた場合は，において，特別の事情が生じた場合は，において，特別の事情が生じた場合は，１か月前に文書をもって相１か月前に文書をもって相１か月前に文書をもって相１か月前に文書をもって相

手方手方手方手方に通知し，に通知し，に通知し，に通知し，委託者・委託者・委託者・委託者・受託者受託者受託者受託者双方協議のうえ，この契約を変更又は解除することができる双方協議のうえ，この契約を変更又は解除することができる双方協議のうえ，この契約を変更又は解除することができる双方協議のうえ，この契約を変更又は解除することができるもももも

のとするのとするのとするのとする。。。。    

第２１条第２１条第２１条第２１条    本件本件本件本件業務の委託期間が満了したとき，又は業務の委託期間が満了したとき，又は業務の委託期間が満了したとき，又は業務の委託期間が満了したとき，又は本本本本契約書契約書契約書契約書の規定によりこの契約が解除されの規定によりこの契約が解除されの規定によりこの契約が解除されの規定によりこの契約が解除され

たときは，たときは，たときは，たときは，受託者受託者受託者受託者は施設等を原状に回復して返還しなければならない。ただし，は施設等を原状に回復して返還しなければならない。ただし，は施設等を原状に回復して返還しなければならない。ただし，は施設等を原状に回復して返還しなければならない。ただし，委託者委託者委託者委託者の承認の承認の承認の承認

を受けた場合はこの限りでない。を受けた場合はこの限りでない。を受けた場合はこの限りでない。を受けた場合はこの限りでない。    

第２２条第２２条第２２条第２２条    この契約について必要この契約について必要この契約について必要この契約について必要な細目は，独な細目は，独な細目は，独な細目は，独立行政法人国立高等専門学校機構契約事務取扱規立行政法人国立高等専門学校機構契約事務取扱規立行政法人国立高等専門学校機構契約事務取扱規立行政法人国立高等専門学校機構契約事務取扱規

則則則則によるものとする。によるものとする。によるものとする。によるものとする。    

第２３条第２３条第２３条第２３条    この契約についてこの契約についてこの契約についてこの契約について委託者・委託者・委託者・委託者・受託者受託者受託者受託者間に紛争を生じたときは，双方協議の上これを解決間に紛争を生じたときは，双方協議の上これを解決間に紛争を生じたときは，双方協議の上これを解決間に紛争を生じたときは，双方協議の上これを解決

するものとする。するものとする。するものとする。するものとする。    

第２４条第２４条第２４条第２４条    この契約に定めのない事項についてこれを定める必要がある場合は，この契約に定めのない事項についてこれを定める必要がある場合は，この契約に定めのない事項についてこれを定める必要がある場合は，この契約に定めのない事項についてこれを定める必要がある場合は，委託者・委託者・委託者・委託者・受託者受託者受託者受託者

協議のうえ定めるものとする。協議のうえ定めるものとする。協議のうえ定めるものとする。協議のうえ定めるものとする。    

第２５条第２５条第２５条第２５条    本契約に関する訴えの管轄は，本契約に関する訴えの管轄は，本契約に関する訴えの管轄は，本契約に関する訴えの管轄は，    鶴岡工業高等専門学校の所在地を管轄区域とする山形鶴岡工業高等専門学校の所在地を管轄区域とする山形鶴岡工業高等専門学校の所在地を管轄区域とする山形鶴岡工業高等専門学校の所在地を管轄区域とする山形

地方裁判所とする。地方裁判所とする。地方裁判所とする。地方裁判所とする。    

    

        この契約の締結を証するため，本この契約の締結を証するため，本この契約の締結を証するため，本この契約の締結を証するため，本契約書契約書契約書契約書を２通作成し，を２通作成し，を２通作成し，を２通作成し，委託者・受託者委託者・受託者委託者・受託者委託者・受託者記名押印のうえ，各自記名押印のうえ，各自記名押印のうえ，各自記名押印のうえ，各自

１通を保有するものとする。１通を保有するものとする。１通を保有するものとする。１通を保有するものとする。    

    

    

    

                    平成２平成２平成２平成２７７７７年年年年        月月月月        日日日日    

    

                                                                                                                                委託者委託者委託者委託者    山形県鶴岡市山形県鶴岡市山形県鶴岡市山形県鶴岡市井岡字沢田１０４井岡字沢田１０４井岡字沢田１０４井岡字沢田１０４    

                                                                                    独立行政法人国立高等専門学校機構独立行政法人国立高等専門学校機構独立行政法人国立高等専門学校機構独立行政法人国立高等専門学校機構    

                                                                                                                                                        鶴岡工業高等専門学校鶴岡工業高等専門学校鶴岡工業高等専門学校鶴岡工業高等専門学校    

                                                                                                                                                        契約担当役契約担当役契約担当役契約担当役    事務部長事務部長事務部長事務部長        阿 部 敏阿 部 敏阿 部 敏阿 部 敏 樹樹樹樹            

    

                                                                                                                                受託者受託者受託者受託者    〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇    

                                                                                    〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇    

                                                                                    〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇    


